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岐 

阜 

県 

公 

報 
 

号 

外 
 

毎
週 

 
 
 
 
 
 
 

発
行 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日 

火
曜
日 

金
曜
日 

(
 

)
 

休
日
に
当
た
る 

と
き
は
翌
日 

(
 

)
 

       
 
 
 
 

目 
 
 
 
 

次 

 
 
 
 
 
 

人
事
委
員
会
規
則 

○
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 
 
 

（
人

事

委

員

会
） 

 

一 

○
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条 

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
同 

 
 
 
 
 

） 
 

三 

○
岐
阜
県
職
員
等
旅
費
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

（
同 
 
 
 
 
 

） 
 

十 

○
岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
同 

 
 
 
 
 

） 

十
一 

○
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

（
同 

 
 
 
 
 

） 

十
一 

○
岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る 

規
則 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
同 

 
 
 
 
 

） 

十
一 

○
岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る 

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
同 

 
 
 
 
 

） 

十
二 

○
岐
阜
県
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規 

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
同 

 
 
 
 
 

） 

十
三 

  

号 

外 
 
 
 

平 

成
二
十
二
年 

四 

月 

一 

日 
 
 

  
  
 
 
 
 
 

人
事
委
員
会
規
則 

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
人
事
委
員
会 

 
 
 

委
員
長 

 
 
 

瀬 
 

英 
 

二 

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号 

 
 
 

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
行
政
職
の
表
知
事
の
項
本
庁
部
長
の
欄
中
「
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
副
院
長
」
及
び
「
総
合
医
療

セ
ン
タ
ー
事
務
局
長
」
を
削
り
、
同
項
本
庁
次
長
の
欄
中
「
出
納
事
務
局
長
」
を 

出
納
事
務
局
長 

秘
書
広
報
総
括
監 

に
改
め
、「
医
療
技
監
」
、「
名
古
屋
事
務
所
長
」
、
「
県
立
看
護
大
学
事
務
局
長
」
、「
県
立
病
院
副
院
長

（
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
副
院
長
を
除
く
。）」
及
び
「
県
立
病
院
事
務
局
長
（
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
事
務

局
長
を
除
く
。）」
を
削
り
、
同
項
本
庁
課
長
の
欄
中
「
県
立
病
院
・
看
護
大
法
人
化
推
進
室
長
」
を
削

り
、「
食
品
安
全
推
進
室
長
」
を 

食
品
安
全
推
進
室
長

Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
推
進
室
長 

に
、「
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
事

務
局
次
長
」
を 

全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
事
務
局
次
長

危
機
管
理
指
導
監
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

に
改
め
、
「
個
人
住
民
税
徴
収
企

画
監
」
を
削
り
、 

情
報
基
盤
対
策
監

先
端
技
術
企
画
監 

を
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
企
画
監
」
に
、
「
介
護
支
援
監
」

 
ペ
ー
ジ 

二
十
七 ( ) 

「 

」

「 

「 

「 

」

」

」
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を
「
県
立
病
院
・
看
護
大
学
法
人
企
画
監
」
に
、 

Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
推
進
企
画
監

地
場
産
業
対
策
監
・
・ 

を
「
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
企 

画
監
」
に
、 

 
 
 
 
 
 
 
 

を
「
入
札
制
度
・
建
設
業
企
画
監
」
に
改
め
、「
住
宅
企
画
監
」 

 

を
削
り
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
改
め
、「
総
合
財
務
企
画
監
」、 

 

「
会
計
事
務
検
査
監
」
及
び
「
保
健
環
境
研
究
所
総
務
課
長
」
を
削
り
、
「
畜
産
研
究
所
総
務
課
長
」 

を 

畜
産
研
究
所
総
務
課
長
・
・

保
健
環
境
研
究
所
総
務
課
長 
に
改
め
、
「
県
立
看
護
大
学
課
長
」
、
「
県
立
病
院
総
務
課
長
」
、

「
県
立
病
院
医
療
サ
ー
ビ
ス
課
長
」
及
び
「
地
域
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
課
長
」
を
削
り
、
同
項
本

庁
課
長
補
佐
の
欄
中
「
県
立
病
院
副
室
長
」
を
削
り
、
同
表
備
考
中
第
一
号
「
県
立
看
護
大
学
及
び
」

を
削
る
。 

別
表
公
安
職
の
表
警
察
本
部
長
の
項
本
部
課
長
の
欄
中
「
通
信
司
令
室
長
」
を
削
る
。 

別
表
医
療
職
㈠
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

医
療
職
㈠ 

 
 

 
              
 

 

        

備
考 

 

本
表
中
「
医
療
機
関
」
と
は
、
保
健
所
（
保
健
所
の
事
務
所
を
含
む
。）、
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ

ー
及
び
希
望
が
丘
学
園
を
い
う
。 

別
表
医
療
職
㈡
の
表
備
考
中
「
、
病
院
」
を
削
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

別
表
医
療
職
㈢
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

医
療
職
㈢ 

 
 

 
                 
 
 

附 

則 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

「
建
設
産
業
企
画
監 

入
札
制
度
企
画
監
」 

 「
施
設
調
整
企
画
監 

 
 
 
 

 

障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
企
画
監
」 

「
学
校
連
携
企
画
監 

施
設
調
整
企
画
監 

交
通
対
策
監 

 

」 

「 

」

「 
」

知
事 

 

関
保
健
所 

長 次 
 

長 

主
任
医
長 

医
療
機
関 

の
部
長 

医
療
機
関 

の
副
部
長 

医
療
機
関 

の
室
長 

医
療
機
関 

（
関
保
健 

所
を
除
く 

。
）
の
長 

保
健
所
（ 

保
健
所
の

事
務
所
を

除
く
。
） 

課
長 

 

主
任
医
長 

医
長 

医
療
機
関

の
課
長 

医
療
機
関

の
副
室
長 

技
術
課
長

補
佐 

医 
 

長 
技
術
主
査 

技
術
主
査 

技
師 

技 
 

師 

任
命
権
者 

職
員
の
職 

 
 

 

課
長 

知
的
障
害 

者
更
生
相 

談
所
長 

希
望
が
丘 

学
園
発
達 

障
害
者
支 

援
セ
ン
タ 

ー
長 

 
 

 

警
察
本
部
長 

知
事 

 

 

保
健
所
（ 

保
健
所
の

事
務
所
を

除
く
。
） 

課
長 

希
望
が
丘

学
園
看
護

部
長 

衛
生
専
門

学
校
長 

衛
生
専
門

学
校
副
校

長 看
護
専
門

学
校
長 

看
護
部
長 

課
長
補
佐 

保
健
所
の

事
務
所
課

長 上
席
看
護

師
長 

技
術
課
長

補
佐 

上
席
看
護

師
長 

係
長 

看
護
師
長 

技
術
主
査 

教
務
主
任 

看
護
師
長 

主
任 

主
任
技
師 

主
任
技
師 

技
師 

技 
 

師 

任
命
権
者 

職
員
の
職 

 

 

「
入
札
制
度
・
建
設
業
企
画
監
」
に
改
め
、
「
住
宅
企
画
監
」 



 （ 3 ） 平成 22 年４月１日 岐  阜  県  公  報 号 外 (27) 

 

 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
人
事
委
員
会 

                                              

委
員
長 

 
 
 

瀬 
 

英 
 

二 

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号 

 
 
 

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則 

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
の
二
第
一
号
中
「
第
二
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
」
を
「
以
下
」
に
改
め
る
。 

 

第
八
条
の
見
出
し
中
「
当
り
」
を
「
当
た
り
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

条
例
第
十
七
条
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
で
定
め
る
時
間
は
、
毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
祝
日
法
に
よ
る
休
日
の
日
数
及
び
年
末
年
始
の
休
日
の
日
数
か
ら
土
曜

日
に
当
た
る
祝
日
法
に
よ
る
休
日
の
日
数
及
び
日
曜
日
又
は
土
曜
日
に
当
た
る
年
末
年
始
の
休
日
の

日
数
を
減
じ
た
も
の
に
八
時
間
を
乗
じ
て
得
た
時
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員

に
あ
つ
て
は
、
当
該
時
間
に
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を

条
例
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
時
間
（
そ
の
時

間
に
一
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
時
間
）
と
す
る
。 

一 

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等 

育
児
休
業
条
例
第
十
八
条
（
育
児
休
業
条
例
第
十
四
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
条
例
第
三
十
一
条
第
一
項

た
だ
し
書 

二 

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員 

条
例
第
三
十
一
条
第
二
項
又
は
第
四
項 

三  

任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
育
児
休
業
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職

員 

条
例
第
三
十
一
条
第
三
項
（
育
児
休
業
条
例
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

す
る
場
合
を
含
む
。）
又
は
第
四
項 

 

第
十
六
条
の
二
中
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
号
給
」
を
「
五
号

給
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
る
。 

 

第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
中
「
別
表
第
三
」
を
「
、
別
表
第
三
」
に
改
め
、
「
と
し
、
同
項
の
人
事

委
員
会
規
則
で
定
め
る
公
署
は
別
表
第
三
の
二
に
掲
げ
る
公
署
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び
別

表
第
三
の
二
」
を
削
る
。 

 

第
三
十
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
本
文
」
を
「
第
一
項
本
文
（
前
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条

第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

職
員
が
条
例
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
に
勤

務
し
た
場
合
に
お
い
て
支
給
す
る
当
該
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
の
指
定
に
代
え
ら
れ
た
時
間
外
勤
務

手
当
の
支
給
に
係
る
時
間
外
勤
務
手
当
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
次

の
」
と
あ
る
の
は
、
「
条
例
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
が
指

定
さ
れ
た
日
の
属
す
る
給
与
期
間
の
次
の
」
と
す
る
。 

 

第
三
十
一
条
第
二
項
中
「
百
分
の
二
十
五
」
を
「
次
の
と
お
り
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加

え
る
。 

一 

時
間
外
勤
務
手
当
の
支
給
対
象
と
な
る
時
間
の
う
ち
条
例
第
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
六
十

時
間
を
超
え
る
全
時
間 

百
分
の
五
十 

二 

前
号
以
外
の
時
間 

百
分
の
二
十
五 

 

第
三
十
一
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

５ 

条
例
第
十
四
条
第
四
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
勤
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
に
お
け
る
勤
務
と
す
る
。 

一 

正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
勤
務
し
た
月
に
お
い
て
そ
の
期
間
の
全
部
を
条
例
第
三
十
二
条
第

一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
し
て
勤
務
し
た
者
（
人
事
委
員
会
が
定
め
る
職
員
を
除

く
。） 

次
に
掲
げ
る
日 

イ 

当
該
月
に
お
け
る
日
曜
日 

ロ 

当
該
月
に
お
け
る
週
休
日
の
振
替
（
第
六
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
週
休
日
の
振
替
を
い

い
、
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
日
が
日
曜
日
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
週
休
日
に
変
更
さ

れ
た
日 

 
二  
正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
勤
務
し
た
月
に
お
い
て
そ
の
期
間
の
全
部
を
条
例
第
三
十
三
条
第

一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
し
て
勤
務
し
た
者
（
当
該
月
に
お
け
る
週
休
日
（
同
条
の

規
定
に
よ
り
週
休
日
と
さ
れ
た
日
に
限
る
。
以
下
「
原
週
休
日
」
と
い
う
。
）
の
日
数
が
当
該
月

に
お
け
る
日
曜
日
の
日
数
に
満
た
な
い
職
員
そ
の
他
人
事
委
員
会
が
定
め
る
職
員
を
除
く
。
） 

次
に
掲
げ
る
日 
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イ 

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
日 

 
 
 

⑴  

当
該
月
に
お
け
る
日
曜
日
の
日
数
が
四
で
あ
る
場
合 

当
該
月
に
お
け
る
最
初
の
原
週
休

日
か
ら
、
当
該
原
週
休
日
か
ら
数
え
て
四
番
目
の
原
週
休
日
ま
で
の
間
の
原
週
休
日 

 
 
 

⑵  
当
該
月
に
お
け
る
日
曜
日
の
日
数
が
五
で
あ
る
場
合 

当
該
月
に
お
け
る
最
初
の
原
週
休

日
か
ら
、
当
該
原
週
休
日
か
ら
数
え
て
五
番
目
の
原
週
休
日
ま
で
の
間
の
原
週
休
日 

 
 

ロ 

当
該
月
に
お
け
る
週
休
日
の
振
替
（
第
六
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
週
休
日
の
振
替
を
い

い
、
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
日
が
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
日

で
あ
る
も
の
に
限
る
。）
に
よ
り
週
休
日
に
変
更
さ
れ
た
日 

⑴  

当
該
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
日
曜
日
の
日
数
が
四
で
あ
る
場
合  

当
該
月
に
お
け
る
最
初
の
原
週
休
日
か
ら
、
当
該
原
週
休
日
か
ら
数
え
て
四
番
目
の
原
週
休

日
ま
で
の
間
の
原
週
休
日 

⑵  

当
該
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
日
曜
日
の
日
数
が
五
で
あ
る
場
合  

当
該
月
に
お
け
る
最
初
の
原
週
休
日
か
ら
、
当
該
原
週
休
日
か
ら
数
え
て
五
番
目
の
原
週
休

日
ま
で
の
間
の
原
週
休
日 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員 

前
二
号
に
掲
げ
る
職
員
と
の
権
衡
を
考
慮
し
て
人
事
委

員
会
が
定
め
る
日 

 

第
三
十
三
条
第
二
項
中
「
又
は
次
項
」
を
「
、
条
例
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
割
り

振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
全
部
に
つ
い
て
同
項
に
規
定
す
る
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
を
指
定
さ
れ
た
日
又

は
次
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
四
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
県
立
病
院
等
」
を
「
希
望
が
丘
学
園
」
に
改
め
、

「
又
は
歯
科
医
師
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中
「
の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
」
を
削

り
、
同
項
第
四
号
中
「
及
び
同
号
ニ
の
勤
務
の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
」
を
「
の
う
ち
人
事

委
員
会
の
定
め
る
も
の
及
び
同
号
ニ
の
勤
務
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
五
条
第
一
項
中
「
に
時
間
外
勤
務
」
の
下
に
「
、
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
に
し
た
勤
務
」
を

加
え
る
。 

 

第
三
十
六
条
第
三
項
の
表
第
十
四
号
の
業
務
の
項
中
「
若
し
く
は
皇
太
子
妃
」
を
「
、
皇
太
子
妃
、

文
仁
親
王
若
し
く
は
悠
仁
親
王
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
八
条
の
三
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
三
号
」
を
「
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
を

同
条
第
二
項
と
す
る
。 

 

第
三
十
八
条
の
四
第
一
項
中
「
警
察
本
部
及
び
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
、
病
院
」
を
削
り
、

同
条
第
三
項
第
一
号
中
「
（
病
院
に
勤
務
す
る
者
が
、
心
身
に
著
し
い
負
担
を
与
え
る
と
人
事
委
員
会

が
認
め
る
作
業
に
従
事
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
千
円
）」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「（
病
院
に
勤
務

す
る
者
が
、
心
身
に
著
し
い
負
担
を
与
え
る
と
人
事
委
員
会
が
認
め
る
作
業
に
従
事
し
た
場
合
に
お
い

て
は
、
二
千
二
百
円
）」
を
削
る
。 

 

第
三
十
八
条
の
八
第
一
項
中
「
病
院
に
勤
務
す
る
看
護
師
及
び
准
看
護
師
が
行
う
精
神
障
害
者
又
は

そ
の
疑
い
の
あ
る
者
の
診
療
の
介
助
等
の
業
務
並
び
に
」
を
削
る
。 

 

第
三
十
八
条
の
十
一
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
中
「
第
一
号
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
及
び

第
五
項
を
削
る
。 

 

第
三
十
八
条
の
十
三
第
五
項
中
「
、
病
院
」
を
削
る
。 

 

第
三
十
八
条
の
二
十
三
第
一
項
中
「
保
健
所
及
び
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
第
一
号
を
削
り
、
同
項

中
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
保
健
所
又
は
保
健
環
境
研
究

所
に
勤
務
す
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
業
務
」
を
「
業
務
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
九
条
第
三
項
中
「
で
法
第
十
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
地
に
勤
務
す
る
も
の
」
を

削
り
、「
同
項
」
を
「
法
十
五
条
の
二
第
二
項
」
に
、「
当
該
指
定
地
又
は
そ
の
他
の
指
定
地
に
お
い
て

学
校
教
育
を
受
け
る
と
き
及
び
同
条
第
三
項
の
外
務
大
臣
が
定
め
る
地
に
勤
務
す
る
職
員
の
年
少
子
女

が
指
定
地
に
お
い
て
学
校
教
育
を
受
け
る
と
き
」
を
「
適
当
な
学
校
教
育
を
受
け
る
の
に
相
当
な
経
費

を
要
す
る
と
任
命
権
者
が
認
め
る
場
合
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
限
り
、
法
第
十
五
条
の
三
第
二

項
の
規
定
の
例
に
よ
り
」
を
「
お
い
て
は
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中

「
同
条
第
四
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
」
を
「
任
命
権
者
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
認
め
る
も
の
と

す
る
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
十
四
条
の
六
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
を
第
二
項
と
し
、

同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

条
例
第
二
十
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
人
事
委
員
会
が
指
定
す
る
学
校
は
、
別
表
第
五
の
三
の

と
お
り
と
す
る
。 

 

第
四
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
第
二
号
中
「
別
表
第
五
の
三
」
を
「
別
表
第
五
の
四
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
十
八
条
の
二
中
「
規
定
す
る
」
の
下
に
「
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
」
を
加
え
、「
百
分
の

十
」
を
「
百
分
の
五
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
百
分
の
六
」
を
「
百
分
の
三
」
に
改
め
る
。 

 
第
四
十
八
条
の
九
中
「
人
事
委
員
会
の
」
を
「
人
事
委
員
会
規
則
で
」
に
、
「
百
分
の
八
」
を
「
百

分
の
四
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
十
九
条
の
十
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
の
指
定
） 

第
六
十
九
条
の
十
五 
条
例
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
条
例
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第
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
六
十
時
間
を
超
え
て
勤
務
し
た
全
時
間
に
係
る
月
（
次
項
に
お
い
て

「
六
十
時
間
超
過
月
」
と
い
う
。
）
の
末
日
の
翌
日
か
ら
同
日
を
起
算
日
と
す
る
二
月
後
の
日
ま
で

の
期
間
と
す
る
。 

２ 

任
命
権
者
は
、
条
例
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
（
同
項

に
規
定
す
る
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
指
定
す
る
場
合
に
は
、
前
項
に
規

定
す
る
期
間
内
に
あ
る
勤
務
日
等
（
休
日
及
び
代
休
日
（
条
例
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
代

休
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
除
く
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。）
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の

う
ち
、
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
の
指
定
に
代
え
よ
う
と
す
る
時
間
外
勤
務
手
当
の
支
給
に
係
る
六
十

時
間
超
過
月
に
お
け
る
条
例
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
時
間
（
以
下
こ
の
項
及
び

第
六
項
に
お
い
て
「
六
十
時
間
超
過
時
間
」
と
い
う
。
）
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
時
間
数
の
時
間
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

条
例
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
勤
務
に
係
る
時
間
（
次
号
に
掲
げ
る
時
間
を
除

く
。
） 

当
該
時
間
に
該
当
す
る
六
十
時
間
超
過
時
間
の
時
間
数
に
百
分
の
二
十
五
を
乗
じ
て
得

た
時
間
数 

二 

育
児
休
業
条
例
第
十
八
条
（
育
児
休
業
条
例
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
条
例
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定

す
る
八
時
間
に
達
す
る
ま
で
の
間
の
勤
務
に
係
る
時
間 

当
該
時
間
に
該
当
す
る
六
十
時
間
超
過

時
間
の
時
間
数
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
時
間
数 

三 

条
例
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
勤
務
に
係
る
時
間 

当
該
時
間
に
該
当
す
る
六
十
時

間
超
過
時
間
の
時
間
数
に
百
分
の
十
五
を
乗
じ
て
得
た
時
間
数 

四 

条
例
第
十
四
条
第
三
項
に
掲
げ
る
勤
務
に
係
る
時
間 

当
該
時
間
に
該
当
す
る
六
十
時
間
超
過

時
間
の
時
間
数
に
百
分
の
二
十
五
を
乗
じ
て
得
た
時
間
数 

３ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
指
定
は
、
四
時
間
又
は
八
時
間
（
年
次
休
暇
の
時
間
に
連
続
し
て

時
間
外
勤
務
代
休
時
間
を
指
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
年
次
休
暇
の
時
間
の
時
間
数
と
当
該

時
間
外
勤
務
代
休
時
間
の
時
間
数
を
合
計
し
た
時
間
数
が
四
時
間
又
は
八
時
間
と
な
る
時
間
）
を
単

位
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

４ 

任
命
権
者
は
、
条
例
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
一
回
の
勤
務
に
割
り
振
ら
れ
た

勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
い
て
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
を
指
定
す
る
場
合
に
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る

期
間
内
に
あ
る
勤
務
日
等
の
始
業
の
時
刻
か
ら
連
続
し
、
又
は
終
業
の
時
刻
ま
で
連
続
す
る
勤
務
時

間
に
つ
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
任
命
権
者
が
、
業
務
の
運
営
並
び
に
職
員
の
健

康
及
び
福
祉
を
考
慮
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

５ 

任
命
権
者
は
、
職
員
が
あ
ら
か
じ
め
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
の
指
定
を
希
望
し
な
い
旨
申
し
出
た

場
合
に
は
、
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
を
指
定
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

６ 

任
命
権
者
は
、
条
例
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置
が
六
十
時
間
超
過
時
間
の
勤
務

を
し
た
職
員
の
健
康
及
び
福
祉
の
確
保
に
特
に
配
慮
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
前
項
に

規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
当
該
職
員
に
対
し
て
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
を
指
定
す
る
よ
う
努
め
る
も

の
と
す
る
。 

７ 

時
間
外
勤
務
代
休
時
間
の
指
定
の
手
続
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
が
定
め
る
。 

 

第
七
十
条
第
一
項
中
「
（
条
例
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
代
休
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）」

を
削
る
。 

 

第
七
十
五
条
第
一
項
第
二
十
七
号
中
「
週
休
日
」
の
下
に
「
、
条
例
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
全
部
に
つ
い
て
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
が
指
定
さ
れ
た
勤
務
日

等
」
を
加
え
る
。 

 

別
表
第
一
病
院
の
項
及
び
県
立
看
護
大
学
の
項
を
削
る
。          

 

別
表
第
一
の
三
知
事
の
部
本
庁
の
項
中
「
、
研
究
開
発
総
括
監
」
を
削
り
、
「
出
納
事
務
局
長
」
の

下
に
「
、
秘
書
広
報
総
括
監
」
を
加
え
、「
医
療
技
監
」
を
「
研
究
開
発
総
括
監
」
に
改
め
、「
、
介
護

支
援
監
、
建
設
産
業
企
画
監
」
を
削
り
、
「
技
術
総
括
監
（
人
事
委
員
会
の
認
め
る
も
の
に
限
る
。
）」

の
下
に
「
、
学
校
連
携
企
画
監
」
を
加
え
、
「
県
立
病
院
・
看
護
大
法
人
化
推
進
室
長
、
食
品
安
全
推

進
室
長
」
を
「
食
品
安
全
推
進
室
長
、
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
推
進
室
長
」
に
改
め
、
「
、
個
人
住
民
税
徴
収
企
画

監
」
及
び
「
、
情
報
基
盤
対
策
監
」
を
削
り
、「
先
端
技
術
企
画
監
」
を
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
企
画

監
」
に
改
め
、「
看
護
企
画
監
」
の
下
に
「
、
県
立
病
院
・
看
護
大
学
法
人
企
画
監
」
を
加
え
、「
Ａ
Ｐ

Ｅ
Ｃ
推
進
企
画
監
、
地
場
産
業
対
策
監
」
を
「
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
企
画
監
」
に
、
「
入
札
制
度
企
画
監
」

を
「
入
札
制
度
・
建
設
業
企
画
監
」
に
改
め
、
「
、
交
通
安
全
対
策
監
」
、
「
、
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
企 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

課
長 

興
課 

「 

を 

画
監
」
及
び
「
、
総
合
財
務
企
画
監
、
会
計
事
務
検
査
監
」
を
削
り
、
同
部
振
興
局
の
項
中 

（
振
興
局
の
事
務
所
の
課
長
（
振 

長
を
除
く
。）
を
除
く
。） 

六
種 

」
 

課
長
（
振
興
局
の
事
務
所
の
課
長
（
振
興

課
長
を
除
く
。）
を
除
く
。）、
主
幹 

管
理
監 

  

「 

に
改
め
、
同
部
名
古
屋
事
務
所
の
項
を
削
り
、
同
部
職
員
研
修
所
の
項
の
次
に
次
の
よ 

 

種 四
種 
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別
表
第
一
の
三
知
事
の
部
県
立
看
護
大
学
の
項
を
削
り
、
同
部
衛
生
専
門
学
校
の
項
中
「
副
校
長
、

課
長
」
を
「
課
長
」
に
改
め
、
同
部
病
院
の
項
を
削
り
、
同
部
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
管

理
監
」
を
削
り
、
地
域
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
の
項
を
削
り
、
同
表
教
育
委
員
会
の
部
国
際
園
芸
ア

カ
デ
ミ
ー
の
項
中
「
副
学
長
」
を
「
学
長
、
副
学
長
」
に
改
め
、
同
部
伊
自
良
青
少
年
自
然
の
家
の
項
、

関
ヶ
原
青
少
年
自
然
の
家
の
項
、
土
岐
少
年
自
然
の
家
の
項
及
び
御
嶽
少
年
自
然
の
家
の
項
を
削
る
。 

別
表
第
一
の
四
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
改
め
、
同
表
６
の
表
中 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
改
め
る
。 

   

別
表
第
一
の
五
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
改
め
、
同
表
６
の
表
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
改
め
る
。 

 
 

  

別
表
第
三
都
道
府
県
の
項
中
「
支
給
地
域
等
」
を
「
支
給
地
域
」
に
改
め
、
同
表
中 

 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を
削
り
、
同
表
備
考
中
「
支
給
地
域
等
欄
」
を
「
支
給
地
域
欄
」
に
改
め 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

に
、
「
三
級
地
」
を
「
二
級
地
」
に
改
め
、
同
表
下
呂
市
の
項
中
「
上
原
小
学
校
」
を
削
り
、
同
表
揖

斐
郡
の
項
中
「
一
級
地
」
を
「
二
級
地
」
に
改
め
、
同
表
加
茂
郡
の
項
中
「
福
地
小
学
校
」
を
削
り
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

歴
史
資
料
館 

館
長 

四
種 

「
（
第
二
十
四
条
関
係
）
」

 
「
（
第

24
条
関
係
）
」

 

「 ４
級
 

二
種
 

76,900
円
 

」
 

「 ４
級
 

二
種
 

100,300
円
 
」

 
４
級
 

５
級
 

二
種
 

二
種
 

100,300
円
 

105,500
円
 

 

」
 

「 ４
級
 

５
級
 

二
種
 

二
種
 

76,900
円
 

96,100
円
 

「 

」
 

大
阪
府 

愛
知
県 

「 

大
阪
市 

名
古
屋
市 

二
級
地 

三
級
地 

 

」
 

級
地 

 

級
地 

」
 

村
中
学
校 

中
学
校 

三
級
地 

一
級
地 

」
 

山
之
村
中
学
校 

二
級
地 

」
 

「 

」
 

」
 

荘
川
小
学
校 

 

栃
尾
小
学
校 

 

 

本
郷
小
学
校 

 

荘
川
小
学
校 

 

栃
尾
小
学
校 

 

朝
日
小
学
校 

 

別
表
第
五
小
学
校
の
表
高
山
市
の
項
中 

を 

に
改
め
、 

 
 

「
（
第
二
十
四
条
関
係
）
」

 
「
（
第

24
条
関
係
）
」

 

荘
川
中
学
校 

 

朝
日
中
学
校 

 

北
稜
中
学
校 

 

一
級
地 

  

「 

」
 

荘
川
中
学
校 

 

北
稜
中
学
校 

 

朝
日
中
学
校 

 

二 
 

一 

「 

を 

」 
六
種 

種 

を 

別
表
第
五
の
二
中 

中
津
川
市 

 

神
坂
小
学
校 

神
坂
中
学
校 

「 

「 

」
 

に
、 

 

「 

恵
那
市 

高
山
市 

上
矢
作
小
学
校 

岩
滝
小
学
校 

山
之
村
小
学
校 

宮
川
小
学
校 

三
級 

一
級 

「 

同
表
恵
那
市
の
項
中
「
上
矢
作
小
学
校
」
を
削
り
、
同
表
飛

市
の
項
中 

地 地 

」
 

「 

｣ 

を 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

う
に
加
え
る
。 

荘
川
小
学
校 

 

栃
尾
小
学
校 

 

岩
滝
小
学
校 

 

朝
日
小
学
校 

 

本
郷
小
学
校 

 

本
郷
小
学
校 

 

荘
川
小
学
校 

 

栃
尾
小
学
校 

 

朝
日
小
学
校 

 

「 

「 

 

 る
。 別

表
第
三
の
二
を
削
る
。 

別
表
第
五
中
学
校
の
表
高
山
市
の
項
中 

に
改
め
、
同
表
郡
上
市
の
項
中
「
二
級
地
」
を
「
一
級
地
」 

に
改
め
、
同
表
恵
那
市
の
項
中
「
恵
那
北
中
学
校
」
を
削
り
、
同
表
飛

市
の
項
中 

を 

に
改
め
、
同
表
揖
斐
郡
の
項
中
「
一
級 

山
之 

宮
川 

「 

地
」
を
「
二
級
地
」
に
改
め
る
。 

」
 

 

 

 

山
之
村
小
学
校 

二
級
地 
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別
表
第
五
の
三
を
別
表
第
五
の
四
と
し
、
別
表
第
五
の
二
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。 

別
表
第
五
の
三
（
第
四
十
四
条
の
六
関
係
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

別
表
第
七
医
療
職
給
料
表
㈠
の
項
中
「
病
院
長
の
職
及
び
副
院
長
」
を
「
次
長
」
に
改
め
、
同
表
医

療
職
給
料
表
㈢
の
項
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を
削
る
。 

 
 
 

 

別
記
第
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

                               

恵 

那 

市 郡 

市 

名 
恵
那
北
中
学
校 

学

校

名 

 

副
院
長
の
職
に
あ
る
職
員 

百
分
の
二
十 

 

」
 

「 

 

 

下
呂
市 

飛

市 

上
原
小
学
校 

河
合
小
学
校 

河
合
中
学
校 

宮
川
小
学
校 

宮
川
中
学
校 

 

「 
飛

市 

河
合
小
学
校 

河
合
中
学
校 

」
 

」
 

に
改
め
る
。 

を 
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第
３
号
様
式
（
第

35
条
関
係
）

 
（
表
 
面
）

 
時

間
外

勤
務

、
休
日

勤
務

及
び
夜
間

勤
務

命
令

簿
（
 

 
年

 
 
月
分

）
 

 

勤
務
公
署
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
職
 
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
職
員
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

支
給
額

 
円

 

（
 
）

 

（
 
）

 

（
 
）

 

（
 
）

 

（
 
）

 

（
 
）

 

（
 
）

 

（
 
）

 

（
 
）

 

（
 
）

 

（
 
）

 

（
 
）

 

（
 
）

 

（
 
）

 

（
 
）

 

日
(曜

日
) 

               

勤
務

内
容

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

勤
務

 
命

令
時

間
 

               

従
 事

 
職

 員
 

の
 印

 

               

命
 令

 
権

 者
 

の
 印

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

変
更
後
の
勤

 
務
命
令
時
間

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

休
憩
時
間
等

 

 
 
 
：

 

 
 
 
：

 

 
 
 
：

 

 
 
 
：

 

 
 
 
：

 

 
 
 
：

 

 
 
 
：

 

 
 
 
：

 

 
 
 
：

 

 
 
 
：

 

 
 
 
：

 

 
 
 
：

 

 
 
 
：

 

 
 
 
：

 

 
 
 
：

 

累
計
時
間
数

 
（日曜日等の勤務を除く。） 

               

命
  令

 
権

  者
 

の
検
印

 

（
注
）「

累
計
時
間
数
」
欄
に
は
、
勤
務
命
令
の
時
間
数
又
は
変
更
後
の
勤
務
命
令
の
時
間
数
か
ら
休
憩
時
間
等
を
除
い
た
時
間
数
を
順
次
累
計
し
て
記
入
す
る
こ
と
。
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（
 
）

 

（
 
）

 

（
 
）

 

（
 
）

 

（
 
）

 

（
 
）

 

（
 
）

 

（
 
）

 

（
 
）

 

（
 
）

 

（
 
）

 

（
 
）

 

（
 
）

 

（
 
）

 

（
 
）

 

（
 
）

 

（
 
）

 

（
 
）

 

日
(曜

日
) 

                  

勤
務

内
容

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

勤
務

 
命

令
時

間
 

                  

従
 事

 
職

 員
 

の
 印

 

                  

命
 令

 
権

 者
 

の
 印

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

変
更
後
の
勤

 
務
命
令
時
間

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

：
 
～
 
：

 

休
憩
時
間
等

 

 
 
 
：

 

 
 
 
：

 

 
 
 
：

 

 
 
 
：

 

 
 
 
：

 

 
 
 
：

 

 
 
 
：

 

 
 
 
：

 

 
 
 
：

 

 
 
 
：

 

 
 
 
：

 

 
 
 
：

 

 
 
 
：

 

 
 
 
：

 

 
 
 
：

 

 
 
 
：

 

 
 
 
：

 

 
 
 
：

 

累
計
時
間
数

 
（日曜日等の勤務を除く。） 

                  

命
  令

 
権

  者
 

の
検
印

 

（
注
）
 
こ
の
様
式
に
よ
り
難
い
特
別
な
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
裏
 
面
）
 

（
 
 
 
年
 
 
月
分
）
 
時
間
外
勤
務
、
休
日
勤
務
及
び
夜
間
勤
務
命
令
簿
 
 
 
職
員
氏
名
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附 

則 
 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
産
業
教
育
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条

例
施
行
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
十
八
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
同
条
中

「
百
分
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
八
」
と
し
、
「
百
分
の
三
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
五
」
と

し
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
同
条
中

「
百
分
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
」
と
し
、
「
百
分
の
三
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
四
」
と

す
る
。 

 

（
管
理
職
手
当
を
受
け
る
者
の
定
時
制
通
信
教
育
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

３ 

改
正
後
の
規
則
第
四
十
八
条
の
九
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
同
条
中
「
百
分
の
四
」
と
あ
る
の
は
「
百
分

の
六
」
と
し
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て

は
同
条
中
「
百
分
の
四
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
五
」
と
す
る
。 

 

（
へ
き
地
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

４ 

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
（
以
下
「
適
用
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
お
い
て
こ
の
規
則
に
よ
る

改
正
前
の
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
以
下

「
改
正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
第
五
又
は
別
表
第
五
の
二
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
基
づ
き
へ

き
地
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
た
職
員
で
、
当
該
職
員
に
係
る
改
正
後
の
規
則
別
表
第
五
又
は
別
表

第
五
の
二
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
基
づ
き
支
給
さ
れ
る
へ
き
地
手
当
（
以
下
「
新
手
当
」
と
い

う
。）
の
月
額
が
適
用
日
の
前
日
に
お
け
る
へ
き
地
手
当
（
以
下
「
旧
手
当
」
と
い
う
。）
の
月
額
に

達
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
用
日
以
後
当
該
職
員
が
引
き
続
き
当
該
学
校
に
勤
務

す
る
場
合
（
当
該
学
校
の
移
転
が
あ
っ
た
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
は
、
新
手
当
の
月
額
が
当
該

職
員
に
係
る
旧
手
当
の
月
額
に
達
す
る
ま
で
の
間
、
当
該
旧
手
当
の
月
額
に
相
当
す
る
額
の
へ
き
地

手
当
を
支
給
す
る
。 

５ 

適
用
日
の
前
日
に
お
い
て
改
正
前
の
規
則
別
表
第
五
又
は
別
表
第
五
の
二
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ

れ
て
い
た
学
校
（
以
下
「
へ
き
地
等
学
校
」
と
い
う
。
）
で
適
用
日
に
お
い
て
改
正
後
の
規
則
別
表

第
五
か
ら
別
表
第
五
の
三
ま
で
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
（
学
校
の
移
転
に

よ
り
へ
き
地
等
学
校
と
し
て
指
定
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
適
用
日
の
前
日
に

当
該
学
校
に
勤
務
す
る
職
員
で
適
用
日
以
後
当
該
学
校
に
引
き
続
き
勤
務
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
に

係
る
へ
き
地
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
へ
き
地
等
学
校
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
へ
き
地
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
月
額
の
算
定
は
、
適
用
日
の
前
日
に
お
け
る
給
料
及
び
扶

養
手
当
の
月
額
の
合
計
を
基
礎
と
し
て
、
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

６ 

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
（
平
成
十
六
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号
の
二
）
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

附
則
第
十
二
項
中
「
別
表
第
五
の
三
」
を
「
別
表
第
五
の
四
」
に
改
め
る
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
職
員
等
旅
費
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
人
事
委
員
会 

                                              

委
員
長 

 
 
 

瀬 
 

英 
 

二 

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号 

 
 
 

岐
阜
県
職
員
等
旅
費
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

岐
阜
県
職
員
等
旅
費
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
居
住
地
）  

第
十
条
の
二 

旅
費
条
例
第
十
条
の
二
の
「
居
住
地
」
に
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
も
の
を
含
む
も
の

と
す
る
。 

一 

単
身
赴
任
を
し
て
い
る
職
員
の
配
偶
者
等
の
居
住
地 

二 

配
偶
者
を
有
し
な
い
職
員
の
両
親
等
の
居
住
地 

 

第
十
八
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

十
三 
第
十
条
の
二
各
号
に
規
定
す
る
居
住
地
か
ら
旅
行
し
た
場
合
の
旅
費
額
が
、
在
勤
公
署
か
ら
旅

行
し
た
場
合
の
旅
費
額
を
超
え
る
場
合
（
任
命
権
者
が
認
め
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
そ
の
超
え

る
部
分
の
金
額
に
相
当
す
る
額
は
、
こ
れ
を
支
給
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

 
 
 

附 

則 
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こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
人
事
委
員
会 

                                              

委
員
長 

 
 
 

瀬 
 

英 
 

二 

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号 

 
 
 

岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
中
「
第
十
九
号
」
を
「
第
二
十
一
号
」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
人
事
委
員
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

委
員
長 

 
 
 

瀬 
 

英 
 

二 

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号 

 
 
 

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

  

別
表
第
二
本
庁
の
項
中
「
出
納
事
務
局
長
」
の
下
に
「
、
秘
書
広
報
総
括
監
」
を
加
え
、
「
、
医
療

技
監
」
及
び
「
、
県
立
病
院
・
看
護
大
法
人
化
推
進
室
長
」
を
削
り
、「
食
品
安
全
推
進
室
長
」
の
下

に
「
、
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
推
進
室
長
」
を
加
え
、
「
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
事
務
局
次
長
」
の
下
に

「
、
危
機
管
理
指
導
監
」
を
加
え
、「
、
個
人
住
民
税
徴
収
企
画
監
」
及
び
「
、
情
報
基
盤
対
策
監
」

を
削
り
、「
先
端
技
術
企
画
監
」
を
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
企
画
監
」
に
改
め
、「
看
護
企
画
監
」
の
下

に
「
、
県
立
病
院
・
看
護
大
学
法
人
企
画
監
」
を
加
え
、「
、
介
護
支
援
監
」
を
削
り
、「
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
推

進
企
画
監
、
地
場
産
業
対
策
監
」
を
「
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
企
画
監
」
に
、「
建
設
産
業
企
画
監
、
入
札
制

度
企
画
監
」
を
「
入
札
制
度
・
建
設
業
企
画
監
」
に
改
め
、
「
、
検
査
監
」
の
下
に
「
、
学
校
連
携
企

画
監
」
を
加
え
、「
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
企
画
監
」
を
「
交
通
対
策
監
」
に
改
め
、「
、
総
合
財
務
企
画
監
、

会
計
事
務
検
査
監
」
を
削
り
、
同
表
振
興
局
の
項
中
「
所
長
」
の
下
に
「
、
管
理
監
」
を
、「
振
興
課

長
を
除
く
。）
を
除
く
。
）
」
の
下
に
「
、
主
幹
」
を
加
え
、
同
表
地
域
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
の
項

及 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

及
び
名
古
屋
事
務
所
の
項
を
削
り
、
同
表
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

に
改
め
、
同
表
試
験
研
究
機
関
の
項
中
「
、
主
幹
」
を
削
り
、
同
表
県
立
看
護
大
学
の
項 

 

を
削
り
、
同
表
衛
生
専
門
学
校
の
項
中
「
、
副
校
長
」
を
削
り
、
同
表
病
院
の
項
を
削
り
、
同
表
精
神

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
、
管
理
監
」
を
削
り
、
同
表
情
報
科
学
芸
術
大
学
院
大
学
の
項
中
「
セ

ン
タ
ー
長
」
を
「
産
業
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
長
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
三
事
務
局
の
部
本
庁
の
項
中
「
、
管
理
及
び
調
整
に
関
す
る
事
項
を
整
理
す
る
課
長
補
佐
」

を
削
り
、
同
表
伊
自
良
青
少
年
の
家
の
項
、
関
ヶ
原
青
少
年
自
然
の
家
の
項
、
土
岐
少
年
自
然
の
家
の

項
及
び
御
嶽
少
年
自
然
の
家
の
項
を
削
る
。 

 

別
表
第
七
事
務
局
の
項
中
「
管
理
調
整
担
当
」
を
「
審
査
調
整
担
当
」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
人
事
委
員
会 

                                              

委
員
長 

 
 
 

瀬 
 

英 
 

二 

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号 

 
 
 

岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

職
員
研
修
所 

所
長 

「 

」 

「 

歴
史
資
料
館 

職
員
研
修
所 

館
長 

所
長 

館
長 

所
長 

」 
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岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

別
表
第
一
チ
の
表
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 

附 

則 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
人
事
委
員
会 

                                              

委
員
長 

 
 
 

瀬 
 

英 
 

二 

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号 

 
 
 

岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則 

 

岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
岐
阜
県
人

事
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
附
則
第
十
九
項
を
附
則
第
二
十
項
と
し
、
附
則
第
十
五
項
か
ら
附
則
第
十
八
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰

り
下
げ
、
附
則
第
十
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

（
平
成
二
十
三
年
一
月
一
日
に
お
け
る
一
般
職
員
の
昇
給
の
号
給
数
等
） 

 
 

第
六
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
一
日
に
お
け
る
一
般
職
員
の
昇
給

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
項
中
「
平
成
十
九
年
一
月
一
日
」
と
あ
る
の
は

「
平
成
二
十
三
年
一
月
一
日
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
切
替
日
前
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
二
年

４
 
級

 

３
 
級

 

２
 
級

 

１
 
病
院
の
長
又
は
副
院
長
の
職
務
 

２
 

困
難

な
統

括
業

務
を

行
う

医
療

機
関

の
長

（
病

院
の

長
を
 

の
職
務
 

３
 

特
に

高
度

の
知

識
経

験
に

基
づ

き
困

難
な

医
療

業
務

を
行
 

医
長
の
職
務
 
 

１
 
病
院
の
部
長
の
職
務
 

２
 
医
療
機
関
の
長
（
病
院
の
長
を
除
く
。
）
の
職
務
 

３
 
医
療
業
務
を
行
う
主
任
医
長
の
職
務
 

１
 
病
院
の
医
長
の
職
務
 

２
 
医
療
業
務
を
行
う
技
術
主
査
の
職
務
 

「
 

 除
く
。
）
 

 う
主
任
 
 

   

」
 

を 
４
 
級

 

３
 
級

 
２
 
級

 

１
 
困
難
な
統
括
業
務
を
行
う
医
療
機
関
の
長
の
職
務
 

２
 

特
に

高
度

の
知

識
経

験
に

基
づ

き
困

難
な

医
療

業
務

を
行

う
 

医
長
の
職
務
 

１
 
医
療
機
関
の
長
の
職
務
 

２
 
医
療
業
務
を
行
う
主
任
医
長
の
職
務
 

医
療
業
務
を
行
う
技
術
主
査
の
職
務
 

「
 

 主
任
 

  

」

 職
務
 

の
職
務
 

 業
務
を
行
う
看
護
師
長
の
 

 
 

７
 
級

 

６
 
級

 

５
 
級

 

１
 
病
院
の
副
院
長
の
職
務
 

２
 
規
模
の
大
き
い
病
院
の
看
護
部
長
の
職
 

１
 
看
護
部
長
の
職
務
 

２
 
重
要
な
統
括
業
務
を
行
う
看
護
指
導
監
 

１
 
看
護
指
導
監
の
職
務
 

２
 
高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
 

 
職
務
 

「
 

に
改
め
、
別
表
第
一
ヌ
の
表
中 

」
 

７
 
級

 
６
 
級

 

５
 
級

 

規
模
の
大
き
い
医
療
機
関
の
看
護
部
長
の
職
務
 

看
護
部
長
の
職
 

高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
業
務
を
行
う
看
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

護
師
長
の
職
務
 

に
改
め
る
。 

」
 

15 

「
 

 

 

を 

 
 

 務
 

職
務
 

の
職
務
 

 

 

７
 
級

 
６
 
級

 

５
 
級

 

規
模
の
大
き
い
医
療
機
関
の
看
護
部
長
の
職
務
 

看
護
部
長
の
職
務
 
 

高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
業
務
を
行
う
看
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一
月
一
日
（
以
下
「
基
準
日
」
と
い
う
。）
前
」
と
、「
切
替
日
後
」
と
あ
る
の
は
「
基
準
日
後
」
と
、

「
数
か
ら
一
を
減
じ
て
得
た
数
に
相
当
す
る
号
給
数
」
と
あ
る
の
は
「
号
給
数
」
と
、
同
項
第
二
号

中
「
平
成
十
八
年
十
二
月
三
十
一
日
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
」
と
、
第

九
項
中
「
切
替
日
か
ら
平
成
十
八
年
十
二
月
三
十
一
日
」
と
あ
る
の
は
「
基
準
日
か
ら
平
成
二
十
二

年
十
二
月
三
十
一
日
」
と
、
第
十
項
中
「
平
成
十
九
年
一
月
一
日
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
三
年

一
月
一
日
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
人
事
委
員
会 

                                              
委
員
長 

 
 
 

瀬 
 

英 
 

二 
 
 

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号 

岐
阜
県
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規 

則 

 

岐
阜
県
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
岐
阜
県
人
事

員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
一
条
例
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
公
益
的
法
人
等
の
項
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

附 

則 
 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

                          

財
団
法
人
リ
バ
ー
フ
ロ
ン
ト
整
備
セ
ン 

タ
ー
（
昭
和
六
十
二
年
九
月
一
日
に
財 

団
法
人
リ
バ
ー
フ
ロ
ン
ト
整
備
セ
ン
タ 

ー
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を 

い
う
。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

財
団
法
人
リ
バ
ー
フ
ロ
ン
ト
整
備
セ
ン

タ
ー
（
昭
和
六
十
二
年
九
月
一
日
に
財

団
法
人
リ
バ
ー
フ
ロ
ン
ト
整
備
セ
ン
タ

ー
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を

い
う
。） 

地
方
独
立
行
政
法
人
岐
阜
県
総
合
医
療

セ
ン
タ
ー 

地
方
独
立
行
政
法
人
岐
阜
県
立
多
治
見

病
院 

」 

「 

「 を 

に
改
め
る
。 

」 

地
方
独
立
行
政
法
人
岐
阜
県
立
下
呂
温

泉
病
院 

公
立
大
学
法
人
岐
阜
県
立
看
護
大
学 
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岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
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平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
発
行 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発 

行 
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阜 
 
 
 
 

県 
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各
務
原
市
テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
一
―
一 

 

ブ
イ
・
ア
ー
ル
・
テ
ク
ノ
セ
ン
タ
ー 
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